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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（指標連動型ＥＴＦの上場審査基準） （指標連動型ＥＴＦの上場審査基準） 

第１１０４条 内国指標連動型ＥＴＦの上場審

査については、次の各号に掲げる基準による

ものとする。この場合における第２号ｄ及び

ｄの４の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

第１１０４条 内国指標連動型ＥＴＦの上場審

査については、次の各号に掲げる基準による

ものとする。この場合における第２号ｄ及び

ｄの４の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社が

一般社団法人資産運用業協会の会員である

こと。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社が

一般社団法人投資信託協会の会員であるこ

と。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。 

（１） 第１項第１号、同項第２号ｃ、ｃの

２、ｄ、ｄの３、ｅ及びｇ並びに同項第３

号（管理会社が信託受託者である場合を除

く。）に適合していること。この場合にお

いて、第１項第１号中「管理会社が一般社

団法人資産運用業協会の会員であること」

とあるのは「管理会社が一般社団法人資産

運用業協会の会員であること（管理会社が

登録金融機関である場合を除く。）」と、

同項第２号ｃの２中「投資信託財産等」と

あるのは「信託財産」と、同項第２号ｄ中

「投資信託財産」とあるのは「信託財産」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

（１） 第１項第１号、同項第２号ｃ、ｃの

２、ｄ、ｄの３、ｅ及びｇ並びに同項第３

号（管理会社が信託受託者である場合を除

く。）に適合していること。この場合にお

いて、第１項第１号中「管理会社が一般社

団法人投資信託協会の会員であること」と

あるのは「管理会社が一般社団法人投資信

託協会の会員であること（管理会社が登録

金融機関である場合を除く。）」と、同項

第２号ｃの２中「投資信託財産等」とある

のは「信託財産」と、同項第２号ｄ中「投

資信託財産」とあるのは「信託財産」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

（１）の２～（７） （略） （１）の２～（７） （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（内国アクティブ運用型ＥＴＦの上場審査基

準） 

（内国アクティブ運用型ＥＴＦの上場審査基

準） 

第１１０４条の２ 内国アクティブ運用型ＥＴ

Ｆの上場審査については、次の各号に掲げる

基準によるものとする。この場合における第

２号ｇ並びに第４号及び第５号の審査に関し

て必要な事項は、上場審査等に関するガイド

ラインをもって定める。 

第１１０４条の２ 内国指標連動型ＥＴＦの上

場審査については、次の各号に掲げる基準に

よるものとする。この場合における第２号ｄ

及びｄの４の審査に関して必要な事項は、上

場審査等に関するガイドラインをもって定め

る。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社が

一般社団法人資産運用業協会の会員である

こと。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社が

一般社団法人投資信託協会の会員であるこ

と。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｊ

までに適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｊ

までに適合していること。 

ａ （略） ａ （略） 
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ｂ 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次

の（ａ）から（ｇ）までの内容が記載さ

れていること。 

ｂ 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次

の（ａ）から（ｇ）までの内容が記載さ

れていること。 

（ａ）～（ｆ） （略） （ａ）～（ｆ） （略） 

（ｇ） 次のイ又はロのいずれかに掲げ

る事項 

（ｇ） 次のイ又はロのいずれかに掲げ

る事項 

イ 一般社団法人資産運用業協会の定

める投資信託等の運用に関する規則

第１７条の２の要件を満たす投資制

限が設けられていること。 

ロ 一般社団法人資産運用業協会の定

める投資信託等の運用に関する規則

第１７条の３第１項第３号の要件を

満たす投資制限が設けられているこ

と並びに同一銘柄の株式及び投資証

券への実質投資割合（投資信託等の

受益証券において、信託財産に属す

る同一の有価証券の評価額と他の投

資信託等の受益証券等を通じて投資

する当該有価証券の評価額を合計し

た額が信託財産の純資産総額に占め

る比率をいう。以下同じ。）を信託

財産の純資産総額の２０％以下とす

ること。 

イ 一般社団法人投資信託協会の定め

る投資信託等の運用に関する規則第

１７条の２の要件を満たす投資制限

が設けられていること。 

ロ 一般社団法人投資信託協会の定め

る投資信託等の運用に関する規則第

１７条の３第１項第３号の要件を満

たす投資制限が設けられていること

並びに同一銘柄の株式及び投資証券

への実質投資割合（投資信託等の受

益証券において、信託財産に属する

同一の有価証券の評価額と他の投資

信託等の受益証券等を通じて投資す

る当該有価証券の評価額を合計した

額が信託財産の純資産総額に占める

比率をいう。以下同じ。）を信託財

産の純資産総額の２０％以下とする

こと。 

ｂの２ 新規上場申請銘柄が、次の（ａ）

から（ｄ）までに該当するものでないこ

と。 

ｂの２ 新規上場申請銘柄が、次の（ａ）

から（ｄ）までに該当するものでないこ

と。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 一般社団法人資産運用業協会の

定める店頭デリバティブ取引に類する

複雑な投資信託に関する規則第２条に

規定する店頭デリバティブ取引に類す

る複雑な投資信託の受益証券 

（ｂ） 一般社団法人投資信託協会の定

める店頭デリバティブ取引に類する複

雑な投資信託に関する規則第２条に規

定する店頭デリバティブ取引に類する

複雑な投資信託の受益証券 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の

定める交付目論見書の作成に関する規

則第３条第２項に規定する通貨選択型

投資信託等の受益証券 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の定

める交付目論見書の作成に関する規則

第３条第２項に規定する通貨選択型投

資信託等の受益証券 

（ｄ） （略） （ｄ） （略） 

ｃ～ｊ （略） ｃ～ｊ （略） 

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略） 

  

（上場指標連動型ＥＴＦの上場廃止基準） （上場指標連動型ＥＴＦの上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国指標連動型ＥＴＦ及び

上場内国商品現物型ＥＴＦは、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

第１１１２条 上場内国指標連動型ＥＴＦ及び

上場内国商品現物型ＥＴＦは、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 
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（１） 上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会

社が次のａからｄまでのいずれかに該当す

る場合。ただし、当該上場指標連動型ＥＴ

Ｆに係る管理会社が行っていた業務が他の

管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管

理会社が「ＥＴＦ上場契約書」及び第１１

０４条第１項第３号に規定する事項につい

て確約した書面を提出する場合は、この限

りでない。 

（１） 上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会

社が次のａからｄまでのいずれかに該当す

る場合。ただし、当該上場指標連動型ＥＴ

Ｆに係る管理会社が行っていた業務が他の

管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管

理会社が「ＥＴＦ上場契約書」及び第１１

０４条第１項第３号に規定する事項につい

て確約した書面を提出する場合は、この限

りでない。 

ａ～ｃの３ （略） ａ～ｃの３ （略） 

ｄ 一般社団法人資産運用業協会の会員で

なくなった場合（管理会社が登録金融機

関である場合を除く。） 

ｄ 一般社団法人投資信託協会の会員でな

くなった場合（管理会社が登録金融機関

である場合を除く。） 

（２）～（３） （略） （２）～（３） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（上場内国アクティブ運用型ＥＴＦの上場廃

止基準） 

（上場内国アクティブ運用型ＥＴＦの上場廃

止基準） 

第１１１２条の２ 上場内国アクティブ運用型

ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当する場

合に、その上場を廃止する。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１１１２条の２ 上場内国アクティブ運用型

ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当する場

合に、その上場を廃止する。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦに

係る管理会社が次のａからｆまでのいずれ

かに該当する場合 

（１） 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦに

係る管理会社が次のａからｆまでのいずれ

かに該当する場合 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ 一般社団法人資産運用業協会の会員で

なくなった場合（管理会社が登録金融機

関である場合を除く。） 

ｆ 一般社団法人投資信託協会の会員でな

くなった場合（管理会社が登録金融機関

である場合を除く。） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦ

が、次のａからｈまでのいずれかに該当す

る場合 

（３） 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦ

が、次のａからｈまでのいずれかに該当す

る場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 次の（ａ）から（ｊ）までのいずれか

に該当する投資信託約款の変更が行われ

る場合 

ｂ 次の（ａ）から（ｊ）までのいずれか

に該当する投資信託約款の変更が行われ

る場合 

（ａ）～（ｈ） （略） （ａ）～（ｈ） （略） 

（ｉ） 一般社団法人資産運用業協会の

定める投資信託等の運用に関する規則

第１７条の２の要件を満たす投資制限

がなくなる場合（一般社団法人資産運

用業協会の定める投資信託等の運用に

関する規則第１７条の３第１項第３号

の要件を満たす投資制限が設けられる

場合並びに同一銘柄の株式及び投資証

券への実質投資割合は信託財産の純資

（ｉ） 一般社団法人投資信託協会の定

める投資信託等の運用に関する規則第

１７条の２の要件を満たす投資制限が

なくなる場合（一般社団法人投資信託

協会の定める投資信託等の運用に関す

る規則第１７条の３第１項第３号の要

件を満たす投資制限が設けられる場合

並びに同一銘柄の株式及び投資証券へ

の実質投資割合は信託財産の純資産総
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産総額の２０％以下とする旨の定めが

設けられる場合を除く。） 

額の２０％以下とする旨の定めが設け

られる場合を除く。） 

（ｊ） 一般社団法人資産運用業協会の

定める投資信託等の運用に関する規則

第１７条の３第１項第３号の要件を満

たす投資制限がなくなる場合並びに同

一銘柄の株式及び投資証券への実質投

資割合は信託財産の純資産総額の２

０％以下とする旨の定めがなくなる場

合（一般社団法人資産運用業協会の定

める投資信託等の運用に関する規則第

１７条の２の要件を満たす投資制限が

設けられる場合を除く。） 

（ｊ） 一般社団法人投資信託協会の定

める投資信託等の運用に関する規則第

１７条の３第１項第３号の要件を満た

す投資制限がなくなる場合並びに同一

銘柄の株式及び投資証券への実質投資

割合は信託財産の純資産総額の２０％

以下とする旨の定めがなくなる場合

（一般社団法人投資信託協会の定める

投資信託等の運用に関する規則第１７

条の２の要件を満たす投資制限が設け

られる場合を除く。） 

ｂの２ 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦ

が、次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに該当する場合 

ｂの２ 上場内国アクティブ運用型ＥＴＦ

が、次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに該当する場合 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 上場内国アクティブ運用型ＥＴ

Ｆが、一般社団法人資産運用業協会の

定める店頭デリバティブ取引に類する

複雑な投資信託に関する規則第２条に

規定する店頭デリバティブ取引に類す

る複雑な投資信託の受益証券となる場

合 

（ｂ） 上場内国アクティブ運用型ＥＴ

Ｆが、一般社団法人投資信託協会の定

める店頭デリバティブ取引に類する複

雑な投資信託に関する規則第２条に規

定する店頭デリバティブ取引に類する

複雑な投資信託の受益証券となる場合 

（ｃ） 上場内国アクティブ運用型ＥＴ

Ｆが、一般社団法人資産運用業協会の

定める交付目論見書の作成に関する規

則第３条第２項に規定する通貨選択型

投資信託等の受益証券となる場合 

（ｃ） 上場内国アクティブ運用型ＥＴ

Ｆが、一般社団法人投資信託協会の定

める交付目論見書の作成に関する規則

第３条第２項に規定する通貨選択型投

資信託等の受益証券となる場合 

（ｄ） （略） （ｄ） （略） 

ｃ～ｈ （略） ｃ～ｈ （略） 

  

（第６編における定義） （第６編における定義） 

第１２０１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第１２０１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）～（９）の５ （略） （１）～（９）の５ （略） 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３７

条第３項第２号イ、ロ及びホに掲げる資産

並びにこれら以外の投資信託法施行令第３

条第３号に規定する不動産に該当するもの

（データの処理を目的とした、コンピュー

タやデータ通信のための装置を設置及び運

用することに特化した建物と一体として利

用することを想定して設置された設備その

他の建物と一体として利用することを想定

して設置された設備に限る。）並びにこれ

らをリース物件とする財務諸表等規則第１

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３７

条第３項第２号イ、ロ及びホに掲げる資産

並びにこれら以外の投資信託法施行令第３

条第３項に規定する不動産に該当するもの

（データの処理を目的とした、コンピュー

タやデータ通信のための装置を設置及び運

用することに特化した建物と一体として利

用することを想定して設置された設備その

他の建物と一体として利用することを想定

して設置された設備に限る。）並びにこれ

らをリース物件とする財務諸表等規則第１
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６条の２第１項及び第２項に規定するもの

をいう。 

６条の２第１項及び第２項に規定するもの

をいう。 

（１１）～（１８） （略） （１１）～（１８） （略） 

（１９） 流動資産等 投資法人計算規則第

３７条第３項第１号イからハまで、トから

ヌまで及び同項第４号ニに規定する資産

（同項第１号ヌに規定する資産にあって

は、未収消費税に限る。）並びに当該資産

を信託する信託の受益権（有価証券に該当

するものを除く。）をいう。 

（１９） 流動資産等 投資法人計算規則第

３７条第３項第１号イからハまで、ホから

チまで及び同項第４号ニに規定する資産

（同項第１号チに規定する資産にあって

は、未収消費税に限る。）並びに当該資産

を信託する信託の受益権（有価証券に該当

するものを除く。）をいう。 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。 

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。 

（１） 次のａからｃまでに掲げる新規上場

申請銘柄の区分に従い、当該ａからｃまで

に定める者が一般社団法人資産運用業協会

の会員であること。 

（１） 次のａからｃまでに掲げる新規上場

申請銘柄の区分に従い、当該ａからｃまで

に定める者が一般社団法人投資信託協会の

会員であること。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１２１８条 上場不動産投資信託証券の発行

者等に係る上場廃止の基準については、次の

各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

第１２１８条 上場不動産投資信託証券の発行

者等に係る上場廃止の基準については、次の

各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

（１） 投資証券 

 次のａ又はｂに定めるところによる。 

（１） 投資証券 

 次のａ又はｂに定めるところによる。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人の資産の運用に係る業務の委

託を受けた資産運用会社が次の（ａ）か

ら（ｇ）までのいずれかに該当する場合

は、当該上場不動産投資信託証券の上場

を廃止する。ただし、施行規則で定める

場合は、この限りでない。 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者であ

る投資法人の資産の運用に係る業務の委

託を受けた資産運用会社が次の（ａ）か

ら（ｇ）までのいずれかに該当する場合

は、当該上場不動産投資信託証券の上場

を廃止する。ただし、施行規則で定める

場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の

会員でなくなった場合 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の会

員でなくなった場合 

（ｄ）～（ｇ） （略） （ｄ）～（ｇ） （略） 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券 

 次のａ又はｂに定めるところによる。 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券 

 次のａ又はｂに定めるところによる。 



6 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信

託の委託者である投資信託委託会社が次

の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該

当する場合は、当該上場不動産投資信託

証券の上場を廃止する。ただし、当該不

動産投資信託証券に係る投資信託の委託

者である投資信託委託会社が行っていた

業務が他の投資信託委託会社に引き継が

れ、かつ、当該他の投資信託委託会社が

「不動産投資信託証券上場契約書」を提

出するほか、当該上場不動産投資信託証

券が第１２０６条第１項各号に適合する

場合は、この限りでない。 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信

託の委託者である投資信託委託会社が次

の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該

当する場合は、当該上場不動産投資信託

証券の上場を廃止する。ただし、当該不

動産投資信託証券に係る投資信託の委託

者である投資信託委託会社が行っていた

業務が他の投資信託委託会社に引き継が

れ、かつ、当該他の投資信託委託会社が

「不動産投資信託証券上場契約書」を提

出するほか、当該上場不動産投資信託証

券が第１２０６条第１項各号に適合する

場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の

会員でなくなった場合 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の会

員でなくなった場合 

（ｄ） （略） （ｄ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が次のａからｃ

までのいずれかに該当する場合は、当該上

場不動産投資信託証券の上場を廃止する。

ただし、当該上場不動産投資信託証券に係

る投資信託の受託者である信託会社等が行

っていた業務が他の信託会社等に引き継が

れ、かつ、当該他の信託会社等が「不動産

投資信託証券上場契約書」を提出するほ

か、当該上場不動産投資信託証券が第１２

０６条第１項各号に適合する場合は、この

限りでない。 

（３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が次のａからｃ

までのいずれかに該当する場合は、当該上

場不動産投資信託証券の上場を廃止する。

ただし、当該上場不動産投資信託証券に係

る投資信託の受託者である信託会社等が行

っていた業務が他の信託会社等に引き継が

れ、かつ、当該他の信託会社等が「不動産

投資信託証券上場契約書」を提出するほ

か、当該上場不動産投資信託証券が第１２

０６条第１項各号に適合する場合は、この

限りでない。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 一般社団法人資産運用業協会の会員で

なくなった場合 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でな

くなった場合 

ｃ （略） ｃ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第１３０５条 ベンチャーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。 

第１３０５条 ベンチャーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の

取扱いは施行規則で定める。 

（１） 新規上場申請に係るベンチャーファ

ンド資産運用会社が、一般社団法人資産運

用業協会の会員であること。 

（１） 新規上場申請に係るベンチャーファ

ンド資産運用会社が、一般社団法人投資信

託協会の会員であること。 

（２） （略） （２） （略） 
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（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１３１８条 上場ベンチャーファンドが次の

各号のいずれかに該当する場合には、その上

場を廃止するものとする。この場合における

当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１３１８条 上場ベンチャーファンドが次の

各号のいずれかに該当する場合には、その上

場を廃止するものとする。この場合における

当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が次のａから

ｃまでのいずれかに該当する場合は、当該

上場ベンチャーファンドの上場を廃止す

る。 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が次のａから

ｃまでのいずれかに該当する場合は、当該

上場ベンチャーファンドの上場を廃止す

る。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第１３１２条第６項第５号に規定する

事項の開示のために、運用資産等である

未公開株等及び未公開株等関連資産の評

価を一般社団法人資産運用業協会の定め

る投資信託財産の評価及び計理等に関す

る規則第１４条に規定する方法で行って

いない場合であって、かつ、その評価を

未公開株等評価機関に委託していない場

合 

ｃ 第１３１２条第６項第５号に規定する

事項の開示のために、運用資産等である

未公開株等及び未公開株等関連資産の評

価を一般社団法人投資信託協会の定める

投資信託財産の評価及び計理等に関する

規則第１４条に規定する方法で行ってい

ない場合であって、かつ、その評価を未

公開株等評価機関に委託していない場合 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社が次のａから

ｅまでのいずれかに該当する場合は、当該

上場ベンチャーファンドの上場を廃止す

る。ただし、施行規則で定める場合は、こ

の限りでない。 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社が次のａから

ｅまでのいずれかに該当する場合は、当該

上場ベンチャーファンドの上場を廃止す

る。ただし、施行規則で定める場合は、こ

の限りでない。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 一般社団法人資産運用業協会の会員で

なくなった場合 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でな

くなった場合 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第１５０５条 内国インフラファンドの上場審

査は、次の各号に適合するものを対象として

行うものとする。この場合における当該各号

の取扱いは施行規則で定める。 

第１５０５条 内国インフラファンドの上場審

査は、次の各号に適合するものを対象として

行うものとする。この場合における当該各号

の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社

が、一般社団法人資産運用業協会の会員で

あること。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る管理会社

が、一般社団法人投資信託協会の会員であ

ること。 

（２） （略） （２） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１５２０条 上場インフラファンドの発行者

等に係る上場廃止の基準については、次の各

号に掲げる上場インフラファンドの区分に従

第１５２０条 上場インフラファンドの発行者

等に係る上場廃止の基準については、次の各

号に掲げる上場インフラファンドの区分に従
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い、当該各号に定めるところによる。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

い、当該各号に定めるところによる。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

（１） 投資証券 （１） 投資証券 

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場インフラファンドに係る管理会社

が次の（ａ）から（ｇ）までのいずれか

に該当する場合は、当該上場インフラフ

ァンドの上場を廃止する。ただし、施行

規則で定める場合は、この限りでない。 

ｂ 上場インフラファンドに係る管理会社

が次の（ａ）から（ｇ）までのいずれか

に該当する場合は、当該上場インフラフ

ァンドの上場を廃止する。ただし、施行

規則で定める場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の

会員でなくなった場合 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の会

員でなくなった場合 

（ｄ）～（ｇ） （略） （ｄ）～（ｇ） （略） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年４月１日から施

行する。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による

代用） 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による

代用） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

以下この項及び第４５条第２項において同

じ。）に当該各号に定める率を乗じて得た額を

超えない額とする。 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

以下この項及び第４５条第２項において同

じ。）に当該各号に定める率を乗じて得た額を

超えない額とする。 

（１）～（１２） （略） （１）～（１２） （略） 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券（国

内の金融商品取引所に上場されているもの及

び一般社団法人資産運用業協会が前日の時価

を発表するものに限る。） 

公社債投資信託の受益証券 １００分の８

５ 

その他のもの １００分の８０ 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券（国

内の金融商品取引所に上場されているもの及

び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を

発表するものに限る。） 

公社債投資信託の受益証券 １００分の８

５ 

その他のもの １００分の８０ 

（１４） （略） （１４） （略） 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前項第１３号に規定する投資信託受益

証券及び投資証券のうち一般社団法人資産運

用業協会が前日の時価を発表するもの 

一般社団法人資産運用業協会が発表する時

価 

（２） 前項第１３号に規定する投資信託受益

証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信

託協会が前日の時価を発表するもの 

一般社団法人投資信託協会が発表する時価 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年４月１日から施行

する。 
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信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則の 

一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 代用有価証券の種類及びその代用価格等に

関する表 

別表 代用有価証券の種類及びその代用価格等に

関する表 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の有価証券の種類、時価及び当取引所の

定める率は以下のとおりとする。 

２ 前項の有価証券の種類、時価及び当取引所の

定める率は以下のとおりとする。 

有価証券の種類 時価 時価に乗

ずべき率 

（略） 

公社債投

資信託の

受益証券 

一般社団法人資産運用

業協会が前日の時価を

発表するもの 

当 該

時価 

１００分

の８５ 

（略） 

投資証券 一般社団法人資産運用

業協会が前日の時価を

発表するもの 

当 該

時価 

１００分

の７０ 

 

有価証券の種類 時価 時価に乗

ずべき率 

（略） 

公社債投

資信託の

受益証券 

一般社団法人投資信

託協会が前日の時価

を発表するもの 

当 該

時価 

１００分

の８５ 

（略） 

投資証券 一般社団法人投資信

託協会が前日の時価

を発表するもの 

当 該

時価 

１００分

の７０ 

 

（注）１．～７． （略） （注）１．～７． （略） 

３～９ （略） ３～９ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年４月１日から施行

する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（第６編における定義） （第６編における定義） 

第１２０１条 （略） 第１２０１条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 規程第１２０１条第１号の６ａに規定する施

行規則で定める資産とは、投資法人の計算に関

する規則第３７条第３項第１号ヌに規定する資

産及びこれらに類するものとして当取引所が適

当と認める資産をいう。 

６ 規程第１２０１条第１号の６ａに規定する施

行規則で定める資産とは、投資法人の計算に関

する規則第３７条第３項第１号チに規定する資

産及びこれらに類するものとして当取引所が適

当と認める資産をいう。 

７～１０ （略） ７～１０ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１３０２条 （略） 第１３０２条 （略） 

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。 

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 規程第１３１２条第６項第５号に規定

する事項の開示のために運用資産である未公

開株等及び未公開株等関連資産の評価を一般

社団法人資産運用業協会の定める投資信託財

産の評価及び計理等に関する規則第１４条に

規定する方法で行う場合には、その旨を新規

ベンチャーファンド上場申請者が確約した書

面 

（９） 規程第１３１２条第６項第５号に規定

する事項の開示のために運用資産である未公

開株等及び未公開株等関連資産の評価を一般

社団法人投資信託協会の定める投資信託財産

の評価及び計理等に関する規則第１４条に規

定する方法で行う場合には、その旨を新規ベ

ンチャーファンド上場申請者が確約した書面 

（１０） （略） （１０） （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１３２７条 （略） 第１３２７条 （略） 

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１３１２条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、第１号ａ及

びｂに規定する書類、第２号ａに規定する書類

（法第１３条第１項前段及び第３項の規定によ

り作成されたものを除く。）並びに第３号ａか

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１３１２条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、第１号ａ及

びｂに規定する書類、第２号ａに規定する書類

（法第１３条第１項前段及び第３項の規定によ

り作成されたものを除く。）並びに第３号ａか
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らｃまで、第４号ｂ（規約に限る。）及び第１

０号ａに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

らｃまで、第４号ｂ（規約に限る。）及び第１

０号ａに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

（１）～（１２） （略） （１）～（１２） （略） 

（１３） 規程第１３１２条第６項第５号に規

定する事項の開示のために運用資産である未

公開株等及び未公開株等関連資産の評価を一

般社団法人資産運用業協会の定める投資信託

財産の評価及び計理等に関する規則第１４条

に規定する方法で行うことについて決定を行

った場合 

未公開株等及び未公開株等関連資産の評価

を当該方法で行う旨を確約した書面につい

て、決定を行った後直ちに 

（１３） 規程第１３１２条第６項第５号に規

定する事項の開示のために運用資産である未

公開株等及び未公開株等関連資産の評価を一

般社団法人投資信託協会の定める投資信託財

産の評価及び計理等に関する規則第１４条に

規定する方法で行うことについて決定を行っ

た場合 

  未公開株等及び未公開株等関連資産の評価

を当該方法で行う旨を確約した書面につい

て、決定を行った後直ちに 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い） 

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い） 

第１３２９条 （略） 第１３２９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第１３１８条第１項第１号ｃに規定する

基準については、次の各号に定めるところによ

り取り扱うものとする。 

３ 規程第１３１８条第１項第１号ｃに規定する

基準については、次の各号に定めるところによ

り取り扱うものとする。 

（１） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

当該ａ又はｂに定めるときに該当するとき

は、基準に該当するものとする。 

（１） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

当該ａ又はｂに定めるときに該当するとき

は、基準に該当するものとする。 

ａ 運用資産等である未公開株等及び未公開

株等関連資産の評価を、一般社団法人資産

運用業協会の定める投資信託財産の評価及

び計理等に関する規則第１４条に規定する

方法で行わなくなった場合 

  直ちにその評価を当取引所が適当と認め

る未公開株等評価機関に委託することがで

きなかったとき 

ａ 運用資産等である未公開株等及び未公開

株等関連資産の評価を、一般社団法人投資

信託協会の定める投資信託財産の評価及び

計理等に関する規則第１４条に規定する方

法で行わなくなった場合 

  直ちにその評価を当取引所が適当と認め

る未公開株等評価機関に委託することがで

きなかったとき 

ｂ 運用資産等である未公開株等及び未公開

株等関連資産の評価を未公開株等評価機関

に委託しなくなった場合 

  直ちにその評価を一般社団法人資産運用

業協会の定める投資信託財産の評価及び計

理等に関する規則第１４条に規定する方法

で行わず、かつ、その評価を当取引所が適

当と認める他の未公開株等評価機関に委託

することができなかったとき 

ｂ 運用資産等である未公開株等及び未公開

株等関連資産の評価を未公開株等評価機関

に委託しなくなった場合 

 直ちにその評価を一般社団法人投資信託

協会の定める投資信託財産の評価及び計理

等に関する規則第１４条に規定する方法で

行わず、かつ、その評価を当取引所が適当

と認める他の未公開株等評価機関に委託す

ることができなかったとき 

（２） （略） （２） （略） 

４～１９ （略） ４～１９ （略） 
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付  則  

この改正規定は、令和８年４月１日から施行

する。 

 

  

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

Ⅰ （略） Ⅰ （略） 

Ⅱ １口当たり純資産額 

１口当たり純資産額については、次の

（１）から（８）までに掲げる事項を直前に

開示した数値とともに記載するものとする。

なお、（７）及び（８）に掲げるものについ

ては、一般社団法人資産運用業協会の定める

投資信託財産の評価及び計理等に関する規則

第１４条に規定する方法による評価額又は上

場ベンチャーファンドに係るベンチャーファ

ンド発行投資法人が未公開株等及び未公開株

等関連資産の評価に係る業務を委託する未公

開株等評価機関による算定数値（以下「評価

額」という。）であり、参考情報として開示

する旨を注記するものとする。 

Ⅱ １口当たり純資産額 

１口当たり純資産額については、次の

（１）から（８）までに掲げる事項を直前に

開示した数値とともに記載するものとする。

なお、（７）及び（８）に掲げるものについ

ては、一般社団法人投資信託協会の定める投

資信託財産の評価及び計理等に関する規則第

１４条に規定する方法による評価額又は上場

ベンチャーファンドに係るベンチャーファン

ド発行投資法人が未公開株等及び未公開株等

関連資産の評価に係る業務を委託する未公開

株等評価機関による算定数値（以下「評価

額」という。）であり、参考情報として開示

する旨を注記するものとする。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査 ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査 

  

（未公開株等の評価の適正性） （未公開株等の評価の適正性） 

２．規程第１３０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

２．規程第１３０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（１） 規程第１３１２条第６項第５号に規定

する事項の開示のために運用資産である未公

開株等及び未公開株等関連資産の評価を一般

社団法人資産運用業協会の定める投資信託財

産の評価及び計理等に関する規則第１４条に

規定する方法で行うこと。ただし、当該方法

による評価を行わない未公開株等及び未公開

株等関連資産について、その評価を未公開株

等評価機関に委託している場合は、この限り

でない。 

（１） 規程第１３１２条第６項第５号に規定

する事項の開示のために運用資産である未公

開株等及び未公開株等関連資産の評価を一般

社団法人投資信託協会の定める投資信託財産

の評価及び計理等に関する規則第１４条に規

定する方法で行うこと。ただし、当該方法に

よる評価を行わない未公開株等及び未公開株

等関連資産について、その評価を未公開株等

評価機関に委託している場合は、この限りで

ない。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年４月１日から施行

する。 

 

  

 

 

 


